
JP 2010-18219 A 2010.1.28

10

(57)【要約】
【課題】　航空機で用いる緊急脱出装置を使用したとき
の各種評価用の試験装置の提供。
【解決手段】　床面2に設置された風洞1と、風洞1の正
面に形成された床面2よりも低い底面3aを有する凹部3を
有しており、凹部底面3aには、底面3aに対して所望角度
に調節自在のガイドレール4の一端が固定されており、
ガイドレール4には、評価対象となる緊急脱出装置を備
えた座席5が上昇自在に取り付けられており、座席5には
、人体ダミー6が固定されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　緊急脱出装置を使用したときの評価方法であって、
　座席を備えた緊急脱出装置を用いて、人体ダミーが固定されている前記座席を上昇可能
に設置する段階、
　前記人体ダミーに当たらない状態で、風洞から気流を吹き出す段階、
　前記人体ダミーが固定された座席を上方に向かって射出させ、気流を受けない位置から
気流を受ける位置を通過させる段階、
を有している緊急脱出装置を使用したときの評価方法。
【請求項２】
　前記座席が気流を受ける位置を通過した後に、前記人体ダミーと前記座席を損傷させる
ことなく回収する段階を有している、請求項１記載の緊急脱出装置を使用したときの評価
方法。
【請求項３】
　緊急脱出装置を使用したときの評価用の試験装置であって、
　床面に設置された風洞と、前記風洞の正面に形成された前記床面よりも低い底面を有す
る凹部を有しており、
　前記凹部の底面には、前記底面に対して所望角度に調節自在のガイドレールの一端が固
定されており、
　前記ガイドレールには、評価対象となる緊急脱出装置の座席が上昇可能に取り付けられ
ており、
　前記座席には、人体ダミーが固定されている、評価用の試験装置。
【請求項４】
　前記凹部の深さが、性能評価前において、前記座席に固定された人体ダミーが前記風洞
からの気流を直接受けないようにできる深さである、請求項３記載の評価用の試験装置。
【請求項５】
　請求項３又は４記載の試験装置を含む試験システムであって、前記ガイドレールから飛
び出して飛翔する座席と人体ダミーを受け止めて回収するための回収手段を備えている試
験システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機パイロット用の緊急脱出装置を使用したときの評価方法、前記評価方
法に適用できる試験装置と試験システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　戦闘機等の航空機には、パイロット用の緊急脱出装置が備えられており、乗員の安全確
保の観点からの開発がなされている（特許文献１、２）。この緊急脱出装置の性能評価試
験法としては、脱出初期の射出Ｇを負荷するカタパルト射出試験、脱出後の高速気流を負
荷するウインドブラスト試験等の射出座席レベルでの試験が知られている。
【０００３】
　その他、緊急脱出装置と機体との適合性を評価するための試験として、機体前胴を多数
のロケットモータを用いて地上を高速走行させて評価する地上走行試験がある。
【特許文献１】特開平１１－９１６９６号公報
【特許文献２】特開平１１－２６３２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　地上走行試験は、脱出装置のトータルシステムの評価と機体との適合性を評価するため
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には有効であるが、数ｋｍにも及ぶ直線のテストトラックが必要となり、要員、期間及び
費用の面において、大規模な試験となる。
【０００５】
　本発明は、最もクリティカルな脱出条件である高速飛行時の脱出における初期段階、即
ち、緊急脱出時においてパイロットに負荷される高速気流と射出Ｇの両方による影響を評
価することができる、緊急脱出装置を使用したときの評価方法を提供することを課題とす
る。
【０００６】
　本発明は、緊急脱出装置を使用したときの評価方法に使用できる試験装置とそれを含む
試験システムを提供することを他の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、課題の解決手段として、下記の各発明を提供する。
（１）緊急脱出装置を使用したときの評価方法であって、
　座席を備えた緊急脱出装置を用いて、人体ダミーが固定されている前記座席を上昇可能
に設置する段階、
　前記人体ダミーに当たらない状態で、風洞から気流を吹き出す段階、
　前記人体ダミーが固定された座席を上方に向かって射出させ、気流を受けない位置から
気流を受ける位置を通過させる段階、
を有している緊急脱出装置を使用したときの評価方法。
（２）前記座席が気流を受ける位置を通過した後に、前記人体ダミーと前記座席を損傷さ
せることなく回収する段階を有している、請求項１記載の緊急脱出装置を使用したときの
評価方法。
（３）緊急脱出装置を使用したときの評価用の試験装置であって、
　床面に設置された風洞と、前記風洞の正面に形成された前記床面よりも低い底面を有す
る凹部を有しており、
　前記凹部の底面には、前記底面に対して所望角度に調節自在のガイドレールの一端が固
定されており、
　前記ガイドレールには、評価対象となる緊急脱出装置の座席が上昇可能に取り付けられ
ており、
　前記座席には、人体ダミーが固定されている、評価用の試験装置。
（４）前記凹部の深さが、性能評価前において、前記座席に固定された人体ダミーが前記
風洞からの気流を直接受けないようにできる深さである、請求項３記載の評価用の試験装
置。
（５）請求項３又は４記載の試験装置を含む試験システムであって、前記ガイドレールか
ら飛び出して飛翔する座席と人体ダミーを受け止めて回収するための回収手段を備えてい
る試験システム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、地上走行試験と比べると要員、期間及び費用の面において、小規模に
、かつ効率的に、緊急脱出時においてパイロット及び座席に負荷される高速気流と射出Ｇ
（射出時の加速度）の両方による影響を評価することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　＜緊急脱出装置を使用したときの評価用の試験装置＞
　図１により、本発明の緊急脱出装置を使用したときの評価方法に適用できる試験装置を
説明する。図１は、試験装置の一部断面図を含む概略図である。
【００１０】
　コンクリートの床面２の上に風洞１が設置されている。風洞１は、全体として均一な気
流を生じさせることができるものが好ましく、例えば、特開平１１－１６６８７９号公報
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に記載のものを用いることができる。
【００１１】
　風洞１の正面には、凹部３が形成されており、凹部３の底面３ａは床面２よりも十分に
低くなっている。
【００１２】
　凹部の底面３ａには、底面３ａに対して所望角度に調節自在の２本のガイドレール４（
図面では手前側のレールのみを表示している）の一端が固定されている。
【００１３】
　ガイドレール４には、評価対象となる緊急脱出装置の座席５が上昇可能に取り付けられ
ている。座席５には、人体ダミー６が固定されている。座席５を備えている緊急脱出装置
は、特許文献１、２にも記載されているようなロケットの推進力を利用して、座席５を高
速で射出できるものである。
【００１４】
　ガイドレール４は、アーム７を含む角度変換手段を操作することにより、凹部３の底面
３ａに対する角度を変化させ、実際の機種における座席の射出角度と同じ角度になるよう
に調節することができる。
【００１５】
　凹部３の深さは、性能評価前において、座席５に固定された人体ダミー６が風洞１から
の気流を直接受けないようにできる深さに設定されている。
【００１６】
　＜試験システム＞
　図２により、試験システムを説明する。図２は、図１の装置を含む試験システムの概略
図である。
【００１７】
　ポール１１、１２（いずれも２本一組であり、手前側のみを図示し、向こう側は図示し
ていない）には、下段ネット１３と上段ネット１４が張り渡されている。下段ネット１３
と上段ネット１４は、試験時にガイドレール４から飛び出して飛翔する座席５と人体ダミ
ー６を受け止めて損傷させることなく回収するための回収手段である。図２では、ネット
は２枚用いているが、１枚のみでもよいし、３枚以上を用いてもよい。
【００１８】
　＜緊急脱出装置を使用したときの評価方法＞
　次に、緊急脱出装置を使用したときの評価方法を図１、図２により説明する。
【００１９】
　まず、凹部２内のガイドレール４の一端側に座席５を取り付け、更に人体ダミー６をベ
ルト等の締め付け手段で固定する。座席５や人体ダミー６には、評価用の各種センサーや
試験データの記録装置等の評価用機器を取り付けておく。このとき、人体ダミー６の頭部
は、風洞１を作動させても気流を直接受けないような高さに設定する。
【００２０】
　次に、風洞１を作動させ、気流を生じさせる。このときの風速は、実際の戦闘機等が飛
行中に受ける程度の風速に設定する。
【００２１】
　次に、人体ダミー６が固定された座席５をガイドレール４に沿って斜め上方に向かって
高速射出させる。このとき、人体ダミー６は、高い負荷の加速度（Ｇ）を受けることにな
る。そして、高速射出された人体ダミー６が固定された座席５は、気流を受けない位置（
凹部３内）から気流を受ける位置（風洞１に正対している位置）を通過するため、正面か
ら高速気流を受けることになる。
【００２２】
　人体ダミー６が固定された座席５は、ガイドレール４を離れて空中に放出された後、ネ
ット１３又は１４にて損傷させることなく回収される。そして、回収された座席５と人体
ダミー６に取り付けられた記録装置から試験データを取り出し、それを性能評価に使用す
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る。
【００２３】
　本発明を適用することにより、緊急脱出装置を使用したときに重要となる下記の各種評
価をすることができる。
１）緊急脱出装置の構造強度
２）緊急脱出装置の座席が機体から離脱するまでのシーケンス評価
３）脱出環境下での救命装備品の構造強度
４）緊急脱出装置及び救命装備品のコックピット内での適合性及び機体離脱までの適合性
確認
５）脱出時（射出時）の乗員の挙動及び環境負荷状況
【実施例】
【００２４】
　実施例１（脱出装置の構造強度の試験）
　図１、図２に示す試験装置と試験システムを用いて、緊急脱出装置の座席着座部の構造
強度の評価として、緊急脱出装置への荷重負荷の試験をした。
【００２５】
　緊急脱出装置の座席５に固定された人体ダミー６の腰部には、加速度計とその記録装置
を取り付けた。また、試験での風洞１の気速を記録した。
【００２６】
　座席５に固定された人体ダミー６が風洞１からの気流を受けない位置に配置されている
ことを確認してから、風洞１を作動させ、その気速が所定の高速気流の値になった後、試
験装置のガイドレール４に取り付けた緊急脱出装置の座席５を評価対象機種と同じ射出角
度で斜め上方に高速射出させた。
【００２７】
　人体ダミー６が固定された座席５は、ガイドレール４に沿って上昇し、風洞１からの気
流を受ける位置を通過して、ガイドレール４から離れて空中に放出された後、回収用ネッ
トで受け止められ、人体ダミー６、座席５、加速度計とその記録装置を損傷なく回収した
。
【００２８】
　回収した記録装置から得た風洞１の気速（風洞の計測データから、ＫＥＡＳに換算した
値）を図３に示し、回収した記録装置から人体ダミー６の腰部に負荷する加速度（人体ダ
ミー腰部負荷加速度）を図４に示す。なお、負荷荷重Ｐは、高速射出により受けるもので
あり、負荷圧Ｆは、風洞１からの高速気流により受けるものであり、下記の計算式から求
めた。
【００２９】
　Ｐ＝Ｗ×Ｇ×９．８（Ｎ）
　Ｆ＝1/2×ρ×（Ｖ×0.5144）２（Ｎ／ｍ２）
　Ｗ：人体ダミー重量（ｋｇ）
　Ｇ：人体ダミー腰部負荷加速度
　ρ：密度（ｋｇ／ｍ３：質量単位）
　Ｖ：気速（ＫＥＡＳ：Knots Equivalent Air Speed）
　実施例２（乗員への環境評価）
　図１、図２に示す試験装置と試験システムを用いて、人体ダミー６の頭部、胸部、腰部
に加速度計を取り付け、さらに人体ダミー６の頸部に荷重計を取り付けて、実施例１と同
様に試験した。この試験で得られた人体ダミー６の頭部、胸部に負荷される加速度を図５
、図６に示し、人体ダミー６の頸部に負荷される荷重を図７に示す。人体ダミー６の腰部
に負荷される加速度は、図４と同様の結果を得た。
【００３０】
　人体の加速度に対する耐性については、MDRC（Multi-axis Dynamic Response Criteria
）という基準が適用される。これは、人体の３軸方向に作用する加速度の影響を全体とし
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ク（低負傷率0.5％、中負傷率5％、高負傷率50％）を評価できる。実施例１、２のように
してデータを得ることにより、MDRCの基準を参照することで、性能評価をすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の評価方法を実施するために使用する試験装置の一部断面図を含む概略図
。
【図２】本発明の試験システムの概略図。
【図３】実施例１で得たデータを示す図。
【図４】実施例１で得たデータを示す図。
【図５】実施例２で得たデータを示す図。
【図６】実施例２で得たデータを示す図。
【図７】実施例２で得たデータを示す図。
【符号の説明】
【００３２】
　１　風洞
　３　凹部
　４　ガイドレール
　５　座席
　６　人体ダミー

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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